
労務費

原材料価格

エネルギーコスト

〈要注意！〉 チェックポイント

●原材料価格、エネルギーコストなどの変動を加味した取引価格の算定手
法（見直しの時期や方法、価格スライド制など）について十分に協議した上で、
あらかじめ発注者・受注者間で合意しておく。

●人手不足や最低賃金の引き上げに伴う労務費上昇については、その影響を
十分に加味し、協議した上で取引単価を設定する。

●合意がない事項については、外的要因によるコスト増加が企業努力で対応
可能なものであるかの検討を行い、その範囲を超えるものについては、
適切な転嫁がなされるよう発注者・受注者間で十分に協議する。

こんな取引を目指しませんか？

法令違反となる可能性があります！
原材料価格、エネルギーコスト、労務費などの上昇や、環境や安全面での規制対応に
伴うコスト増であるにもかかわらず、不当に従来の取引価格で納入させた場合、下請
法や独占禁止法に違反するおそれがあります。

原材料価格やエネルギーコスト、労務費の
上昇時、取引価格に反映していますか？

□ 受注者が、自社の企業努力では吸収しきれないコスト増分の転嫁を発注者に求めたにも
かかわらず、取引価格を据え置いていませんか。

□ 原材料などについて自社調達する受注者が、市況価格に応じたコスト増分の転嫁を発
注者に求めたにもかかわらず、発注者が安価な大手メ－カ－支給材価格（集中購買価
格）を踏まえた取引価格を押し付けていませんか。

〈本件に関する問い合わせ先〉 中小企業庁 下請かけこみ寺  7０１２０-４１８-６１８

中小企業庁・公正取引委員会からのお知らせ


